
 
 
 

 

    
    
 

当講習所では、庄内分教場において開講する２級ガソリン自動車講習について、

下記の通り受講生を募集いたします。多数の皆様の受講をお待ちしております。 

 

  

記 

１．講習種目・期間 

種    目 講   習   期   間 回数 

２級ガソリン自動車 Ｈ２３年１０月２７日～Ｈ２４年３月４日 ２２回 

※ 庄内分教場のみで開催することとなります。 
 

２．講習会場（教室） 

庄 内 山形県自動車整備振興会技術講習所庄内分教場 
 

３．募集人員 

       ３０３０３０３０名名名名        
 

４．受講資格 

①  平成２４年３月４日現在において、３級自動車整備士の技能検定に合格し

てから自動車の整備作業に関し、３年以上の実務経験を有する者 

②  大学又は高校の機械に関する課程を修め、平成２４年３月４日現在におい

て、３級自動車整備士の技能検定に合格してから自動車の整備作業に関し、

２年以上の実務経験を有する者  

③  その他、技能検定規則第１９条第１項に規定する受験資格を有する者 
 

５．受 講 費 用 

受講料（消費税含） 
 

会 員 準会員 会員外 

テキスト代 

(消費税含) 

２級ガソリン自動車 42,000円   63,000円 84,000円 6,180円 
 
 

６．申込受付期間  

平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））    
 

 

 

 

 



 

 

 

７．受講申込方法等 

（１） 受講申し込みは、申込書に所要事項を記載し、当振興会の本部又は庄

内分室の窓口に提出して下さい。なお、郵送による受付は致しませんの

でご注意願います。（申込書は、振興会本部及び庄内分室の窓口で差し

上げます。） 

（２） 受講申込書を提出する際は、前記４．受講資格として必要となる整備士

の合格証書、卒業証書等を提示すると共に、実務経験証明書を提出して下

さい。 
 

８．その他（ご留意事項） 

（１） 受講申込者数が極めて少人数となった場合は、講習を開講しないこと

がありますので、予めご了承願います。 

（２） 受講費用は、入講式当日にお支払いいただきます。なお、入講日以降

に自己都合により受講を中止した場合、受講費用は返還できませんので、

予めご了承願います。 
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